地域安全活動に対する助成事業の募集について

公益財団法人大阪府危険物安全協会では、危険物災害から大阪府民を守り、安全と安心の確保の達成を目指し、安全意識の普及啓発を進めるために、地域の安全と安心に貢献する活動に関して、助成対象となる事業等について募集いたします。
大阪府下に所在する団体又は個人等であればどなたでも応募できますが、応募する事業等の内容が、営利を目的とするとか特定の個人又は団体の利益にのみ寄与するものや法令に違反する事項を含むなどする次の事業等は交付の対象となりません。

１ 応募対象事業
 (
〇
地域の事業所や住民に対して団体等が行う危険物に係る効果的な安全思想の普及啓発活動又は危険物事故防止に関する事業で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
（1） 危険物の安全管理等に関する研修会、講習会又は講演会等の開催事業
（2） 地域の事業所や住民に対して行う広報活動等事業
（3） 地域の事業所や地域の住民に対して行う保安、防災訓練活動等事業
（4） 安全対策に関する技術開発等安全対策の推進に関する事業
（5） 前各号に準ずると当協会が特に認める事業
)助成金の交付対象とする事業は、大阪府下で行う次の事業等です。

 (
○申請者が大阪府下に所在する団体又は個人でないもの（助成金交付要綱第2条関係）
○申請事業等が次のいずれかに該当し、交付対象外となるもの（助成金交付要綱第4条関係）
（1） 営利を目的とする事業
（2） 特定の個人又は団体の利益にのみ寄与する事業
（3） 祭祀を行う事業
（4） 大阪府暴力団排除条例に該当する申請主体又は法令に違反する申請主体の行う事業
（5） 法令に違反する事項を含む事業
（6）すでに他団体等の助成金の交付を受けている事業
)２ 応募できない事業等

３ 助成金の交付金額
 (
交付する助成金の金額は、一事業につき10万円を上限にその助成対象経費の50％以内の額です。ただし、交付金額総額が予算額を上回った場合、申請全事業全体で按分します。
)
４ 選考方法
 (
応募された事業等は、危険物安全思想普及啓発活動に関して豊富な経験と知識を有する学識経験者や行政経験者等で構成する選考委員会でより優れたものを選考し、決定いたしますので、応募されたものすべてに助成金が交付されるわけではないことをご了承願います。
)
５　応募期間
 (
令和８年
４月
６
日（
月
）
から同年６月１５日（月）まで。
)

※応募は、地域安全活動助成金交付要綱によるものとし、様式1、様式1の2、様式1の3を当協会へ提出して下さい。
※詳しくは、当協会にお問い合わせください。
※応募に対する選考の結果は、令和8年7月下旬に応募者に助成金の交付日と合わせて通知いたします。また、交付対象に選考されたものは、当協会のホームページや危険物新聞で公表いたします。
